
岩倉市乳児等通園支援事業の認可に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」

という。）第３４条の１５第２項の規定に基づく乳児等通園支援事業の認

可及び認可の変更等について、法及び児童福祉法施行規則（昭和２３年

厚生省令第１１号。以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な

事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び省令において使用する

用語の例による。 

（認可の申請等） 

第３条 乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者（次条第１項にお

いて「申請者」という。）は、岩倉市乳児等通園支援事業認可申請書（様

式第１。同項において「認可申請書」という。）に必要な書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請をしようとする者は、当該申請に係る事項について、あら

かじめ市長と協議しなければならない。 

（認可の通知等） 

第４条 市長は、認可申請書を受理したときは、その内容及び乳児等通園

支援事業所を検査し、法、省令、岩倉市乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準を定める条例（令和７年岩倉市条例第２８号）その他

の関係法令（国の通知を含む。）に適合していることを確認したときは、

乳児等通園支援事業の認可をし、岩倉市乳児等通園支援事業認可証（様

式第２）を申請者に交付するものとし、適合していないと認めるときは、

理由を付して岩倉市乳児等通園支援事業不認可通知書（様式第３）によ

り申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の認可をしようとするときは、法第３４条の１５第４項

の規定に基づき、あらかじめ、岩倉市子ども・子育て会議条例（平成 

２６年岩倉市条例第１４号）に基づき設置される岩倉市子ども・子育て

会議の意見を聴かなければならない。 

（認可の変更の届出） 

第５条 省令第３６条の３６第３項の規定による届出は、岩倉市乳児等通



園支援事業者認可変更届出書（施設名称等の変更）（様式第４）によるも

のとする。 

２ 省令第３６条の３６第４項の規定による届出は、岩倉市乳児等通園支

援事業者認可変更届出書（建物その他の設備の変更等）（様式第５）によ

るものとする。 

３ 市長は、省令第３６条の３６第３項又は第４項の規定による変更の届

出を受理したときは、岩倉市乳児等通園支援事業者認可変更届出書受理

書（様式第６）を当該届出をした者に交付するものとする。 

（廃止又は休止の申請） 

第６条 第４条第１項の認可を受けた者（以下「実施事業者」という。）は、

法第３４条の１５第７項の規定に基づき乳児等通園支援事業を廃止し、

又は休止しようとするときは、岩倉市乳児等通園支援事業廃止・休止申

請書（様式第７。次項において「承認申請書」という。）を市長に提出し

なければならない。 

２ 市長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、廃止又は

休止を承認するときは岩倉市乳児等通園支援事業廃止・休止承認通知書

（様式第８）により、承認しないときは岩倉市乳児等通園支援事業廃止・

休止不承認通知書（様式第９）により、当該実施事業者に通知するもの

とする。 

（認可の取消の通知） 

第７条 市長は、法第５８条第２項の規定に基づき実施事業者の認可を取

り消すときは、岩倉市乳児等通園支援事業認可取消通知書（様式第 

１０）により当該実施事業者に通知するものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年１月１４日から施行する。 

 


